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令和３年度 第13回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 令和３年10月11日（月）13時30分 ～16時27分 

開催場所 横浜市役所18階 みなと１・２・３会議室 

出席委員 
奥委員（会長）、菊本委員（副会長）、上野委員、酒井委員、田中稲子委員、

田中修三委員、田中伸治委員、藤井委員、藤倉委員、宮澤委員、 

欠席委員 押田委員、片谷委員、五嶋委員、中西委員、横田委員 

開催形態 公開（傍聴者 ８人） 

議  題 

１ （仮称）横浜市中区海岸通計画 第２分類事業判定届出書について 

２ （仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 計画段階配慮書について 

３ （仮称）深谷通信所跡地公園整備事業 環境影響評価方法書について 

４ （仮称）深谷通信所跡地墓園整備事業 環境影響評価方法書について 

決定事項 令和３年度第11回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する 

 議事 

１ 令和３年度第11回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定した。 

２ 議題 

（１）（仮称）横浜市中区海岸通計画 第２分類事業判定届出書について 

ア 諮問

イ 第２分類事業に係る判定手続等について事務局が説明した。

質疑、特になし

ウ 第２分類事業判定届出書添付資料の概要について事業者が説明した。

エ 質疑

【奥 会 長 】 御説明ありがとうございました。 

ただいまの事業者の方からの御説明について、委員の方が何か御質問、

御意見ございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。発言

されたい方は、挙手をお願いいたします。いかがですか。 

【菊本委員】 ３点質問させていただきたいと思いますけれども、まずスライドの15枚

目を見せていただきたいのですけれども。ここの御説明だったのですけれ

ども、基本的には汚染物質は滞留しやすいような地域ではないと考えられ

ます、ということですけど、この一番下の気象に書いてあるところで「光

化学オキシダントを除き」と書いてあるということは、光化学オキシダン

トについては、環境基準に適合していないのかなというふうにも思うので

すけど、この点について、御回答いただきたいと思います。あと２つあり

ますけど、ちょっと別々の内容になりますので、まずこちらからお伺いし

ましょうか。

【奥 会 長 】 はい、お願いします。 

【事 業 者 】 光化学オキシダントの環境基準値不適合ということでございますけれど

も、こちらの地区に限った話ではなくてですね、日本全国と言いますか、

広域的な現象というふうに考えております。そういったところもあります

ので、この地域そのものが何か滞留しやすいとか、そういった特徴的な場

所ではない、という意味合いで、このような記載をさせていただいており

ます。 

【菊本委員】 はい、分かりました。この計画されている地域一帯はもう基本的に環境

基準に適合しない、同じような値になっている、ということでしょうか。 
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【事 業 者 】 オキシダント（光化学オキシダントの意）に関しましては、全国的な傾

向と言う理解でございます。 

【菊本委員】 分かりました。２つ目ですけども、26 ページ目のスライドを見せていた

だきたいのですけれども。計画建築物の建設前後で、建築後の（防風）対

策後ですかね、ランク４というのが無くなった、というような御説明で、

この通りになればすごくいいなと思うのですけども、防風対策というの

が、基本的には樹木で対策するという形になっていて、対策がない場合の

計算結果もあれば、御説明いただきたいのが一点と、それとこの対策に関

しては樹木で対策するので、例えば落葉樹で対策する場合というのは、効

果が季節によって変わることもあり得ますし、この防風対策の効果が確実

に得られるような手法になっているか、これを２つお伺いしたいと思いま

す。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。 

【事 業 者 】 まず、防風対策の話からさせていただきますと、（スライドではなく図

書の）資料編の13ページ、お手元にございますでしょうか。こちらの真ん

中にですね、「資料図 4-1 防風植栽位置図」という図面がございます。黒

地に黄色丸（ランク３）が一点ございますけれども、これはですね、常緑

の高木ということで、緑化による対策木ということで検討させていただい

た結果を、このスライド（26 ページ）に表現させていただきました。この

１本の高木・常緑ということで対策した理由といたしましては、先ほど

（スライド26ページで）御覧いただきました、この地点の付近にですね、

1 か所だけ、ランク４という結果が出ておりましたので、これをどういっ

たもので対策ができるかということで、これを見込まさせていただいたと

いうことになります。ですので、この 1 本の常緑・高木を見込まない場合

には、１地点だけランク４というのが出ていたというのが、何も対策がな

いときの検証結果になります。以上でございます。 

【菊本委員】 分かりました。その１点ということは、建設前に比べてランク４の箇所

としては減ってはいる、ということですね。 

【事 業 者 】 従前、左側のこのスライド（スライド26ページの左図の意）にあります

とおり、県警本部さんの前面に３地点ほどランク４と地点がございました

が、この建物が建つことによりまして、こちらに主に冬場の卓越風が北風

になりますので、それを少し防ぐような形になっているかと思います。そ

の一方で、元々「緑（ランク１）」ですとか、「青”（ランク２）」があった

部分については、計画地近傍に風が逆に手前で縮流されるという形になり

ますので、この保存建物と新築建物の間は黄色いランク３という若干現状

よりもランクが厳しくなるという結果になってございます。 

【菊本委員】 分かりました。３つ目最後の質問ですけども、28 枚目のスライドを見せ

ていただきたいのですけれども、こちらの内容で「工事中②」と記載され

ているところで、「交通混雑」に関連するところで、この「掘削土を減ら

し」と書いてあるのですけれども、具体的に掘削土を減らすというのは、

どういう方法で減らすのでしょうか。 

【事 業 者 】 掘削土を減らすというのは、なるべく地下を掘らないという非常にシン

プルな考え方になりますが、あまり地下を掘らない計画ということで、現

在の地下１階まで掘る計画ということで、計画の方を進めさせていただい

ております。 
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【菊本委員】 その計画ですと、工事中の交通混雑というのは回避できる、というふう

な考えですか。 

【事 業 者 】 現状ですね、特に工事中の交差点処理につきましては、特に検証は行っ

ておりません。相対的な比較ということで、車両をなるべく抑えるという

ことで、関係するということで、地下についてはあまり掘らない計画とい

うことを志向している、ということを記載させていただきました。 

【菊本委員】 分かりました。私からは、以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。他の委員の方はいかがですか。 

特にないようでしたら、私からは２点お伺いしたいのですけれども、横

浜郵船ビル、これは横浜市景観計画の中でも歴史的建造物に位置付けられ

ていて、スライド５（ページ）においては、先ほどの御説明ですと、建物

の大部分を保全する、とおっしゃっていたかと思いますが、大部分という

のがどこをどの程度指しているのか、そこを教えていただきたいというの

が１点目です。それから、２点目がスライド 29（ページ）の歩行者の安全

のところで、「仮設歩道」を設置するなどをされるということがありまし

たけれども、具体的にどの箇所に仮設歩道を設置される予定なのか、その

箇所について教えていただきたいというのが２点目です。よろしくお願い

します。 

【事 業 者 】 日本郵船です。外観の大部分というのは、今、この横浜郵船ビルを歴史

的建造物として認定していただく中で、より良い使い方は何かないだろう

かと、どういう使い方がより良いのだろうか、ということを関係者で検討

していまして、今残っている建物自体を大きく手を加えるのではない、の

ですけれども、ほぼ残すというのは、そういう観点で、ただ例えば、中の

使い方によっては、例えば、建物の一部に少しだけ、もしかしたら手を加

えるようなことはあるかもしれないのですけれども、ただ、具体的にまだ

そう決まっているわけではないですし、極力、この外観の部分を保存する

方向でいきたいと思っております。元々の計画ではですね、海側に一部、

この横浜郵船ビルの一部を削って海側にどんと（高層建築物が）立つよう

なイメージも持っていたのですけれども、基本的に削るとかそういうこと

はしないでですね、基本的に、外観の部分はほぼこのまま、今の形のまま

残す、ということで検討を進めていると。なので、ちょっと言い方として

は、大部分ということを言っていますけれども、外観についてはあまり手

を加えずに何とか残す、ということで今検討している状況でございます。 

【奥 会 長 】 分かりました。外観については、補修とかそういったことはされるかも

しれませんが、基本的にはこの見た目は残していくと。 

【事 業 者 】 そうですね。海側の一部は増築されていたりする部分もあるので、その

部分の取り扱いなんかは横浜市さんの御意向も御相談しながら進めていき

たいなと思っております。基本的には大きく削るとか一切ない、というこ

とですね。 

【奥 会 長 】 是非、横浜市と十分に相談されて、しっかりと残すところは残していた

だければと思います。 

【事 業 者 】 かしこまりました。２点目の歩行者の安全性でございますけれども、こ

ちら（スライド 29 ページで）②と記載させていただきました。「必要に応

じて仮設歩道を設け」ということになりますので、このあたりは、実際警

察さん等とですね、実際の施工段階において必要となるかどうかについて
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は相談させていただいた上で、判断していくということになりますので、

現段階で特にどこの場所でということの計画はございません。 

【奥 会 長 】 そうですか。車両の走行ルートは、もう分かっているわけですよね。 

【事 業 者 】 保存建物（横浜郵船ビルの意）以外のところは工事エリアになってまい

りますので、計画地の前面、南西側になりますでしょうか。県警本部さん

に近いところ。それから、北側の細街路、海側のところ、そのあたりに工

事車両の出入口が出てくることになるかと思いますが、そこで工事をする

際に必要となる場合には、適宜、警察さんとも御相談させていただきたい

というふうに考えております。 

【奥 会 長 】 分かりました。近隣に保育園、幼稚園でしたか（スライド 18 ページ）、

幼児が通るような場所もあるようですので、是非十分な配慮をお願いした

いというふうに思います。 

【事 業 者 】 はい、承知いたしました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。他の委員の方はいかがですか。藤倉委員、お願

いします。 

【藤倉委員】 今の幼稚園とか住宅に関連してなのですが、ちょっと位置関係が分かり

にくいので、もう一度確認したいのですけど、例えば「日影」の（スライ

ド）23 ページの図でですね、横浜郵船ビルがある計画地の（隣の）左側の

ロの字になった建物は住宅ですよね。 

【事 業 者 】 はい。 

【藤倉委員】 幼稚園もこの中に入っているような感じでしょうか。 

【事 業 者 】 建物の確か 1階部分ですね、はい、ございます。 

【藤倉委員】 住宅への日影は冬至日にあっても２時間以内、というのは、1 時間の日

影がかかっているけれども大したことではない、という趣旨でよろしいで

すか。 

【事 業 者 】 ２時間がよいのかどうか、というのはございますけれども、この建物と

しての日影を単独で見ますと、そのような結果になっております。 

【藤倉委員】 あと他には住宅はあるのでしょうか。このロの字の建物以外、海岸通何

とか住宅以外に。 

【事 業 者 】 はい、今、カーソルで示しております7001号線の対面ですね、小型のマ

ンションがですね、いくつかございます。 

【藤倉委員】 ですから、（日影が）夏至日に少しかかる、という趣旨ですよね。 

【事 業 者 】 はい、夏至日に、（スライド 23 ページの）右側の図面でいきますと、は

い、この辺り（横浜郵船ビルの対面）ですよね。 

【藤倉委員】 この図面（スライド 23 ページの意）の北側というか、北東とか、（日影

が）伸びている辺りは、住宅は一切ないという理解でよろしいですか。 

【事 業 者 】 今、カーソルで示しております北東部分の白抜きの部分につきまして

は、海域になってございます。 

【藤倉委員】 はい、海ですね。その先も住宅はない、ということでよろしいですか。 

【事 業 者 】 こちらの今、カーソルで示しております“新港地区”になりますが、こ

ちら新港地区の方はですね、今のところ住宅はない、という状況になって

おります。 

【藤倉委員】 北西側もない、ということでよろしいですね。 

【事 業 者 】 北西側につきましては、北仲地区（北仲通北地区の意）にホテル（B-2

地区のアパホテルの意）ですとか、そういったものが、本日もこの後に審
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査される事業かと思いますが、ホテルが立地してございます。 

（※注：正しくは、本日は北仲通北地区 B-1 地区に関する調査審議であり

主用途はホテルではなく住宅である。） 

【藤倉委員】 いわゆる住宅や小中学校等はない、ということですね。 

【事 業 者 】 小中学校は近隣にはございません。 

【藤倉委員】 分かりました。それからもう１点、お尋ねしたいのですが、これはむし

ろ事務局に手続の件に関連するのですけど、事業者さんもいらっしゃった

ところでちょっと確認したいのですが、今日の御説明いただいた資料はか

なり分かりやすくて非常にありがたい、と思うのですけれど、これ、もし

判定をしてですね、アセスを行わないとなった場合に、行う必要がない旨

の理由の書面通知であるとか、公告、縦覧されるときに、今日、御説明い

ただいたこの資料というのは、市民には公開されるようなことになるのか

どうか、あるいは、請求がないと公開されない資料になるのか。今日の御

説明資料がどういう位置付けになるか、教えていただけますでしょうか。 

【奥 会 長 】 事務局、お願いします。 

【事 務 局 】 事務局から回答申し上げます。アセス審査会は附属機関でございますの

で、附属機関で用いた資料というものは公開になります。この資料につい

て、アセス課のホームページに載るという形になります。 

【藤倉委員】 分かりました、ありがとうございました。 

【奥 会 長 】 よろしいですか。他の委員の方、いかがでしょうか。ございませんか、

特に、よろしいですか。はい、それでは無いようでしたら、事業者の皆

様、どうもありがとうございました。会場からの御退出をお願いいたしま

す。 

 （事業者退出） 

 

オ 審議 

【奥 会 長 】 それでは審議に入ります。追加で御意見など、ございますでしょうか。

ありましたら、お願いいたします。よろしいですか、特に無いようでした

ら、事務局に確認しますが、今後、この案件については、どういう進め方

になりますか。 

【事 務 局 】 一応、今回、11月に２回（審査会）を予定しているのですけれども、今

日、特に宿題や次回説明しなければいけない、というものはいただきませ

んでした。ただし、気にかけていますのは、欠席の委員の方も何人かいら

っしゃるということで、一応欠席の委員の方に伺ってからどうするか、と

ことになるのかなとは思いますけれども、それでいかがでしょうか。 

【奥 会 長 】 そうですね、では、欠席の委員にも確認していただきたいと思います

が、本日御出席の委員の中でも、何かこういう資料が是非欲しい、用意し

て欲しいということが、もしございましたらお願いしたいと思いますが、

特に、ありませんか、大丈夫でしょうか。分かりました。 

それでは、御欠席の委員に確認をして、その上でまた次回以降の進め方

については検討するということにしたいと思います。 

【事 務 局 】 了解いたしました。 

【奥 会 長 】 ありがとうございました。では、本件につきましては、これで終了とい

たします。 
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（２）（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 計画段階配慮書について 

ア 配慮市長意見（案）について事務局が説明した。 

イ 質疑 

【奥 会 長 】 ありがとうございました。ただいまの説明について、御意見等をお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。これまでの御指摘等が反映され

ているかどうか、十分に反映されているかどうかも、御確認いただければ

と思いますが、いかがですか、大丈夫ですか。本日、御欠席の委員の、例

えば横田委員とか中西委員の御発言を踏まえて、意見案を作ってくださっ

ているところもありますので、こちらも御欠席の委員にも確認をしていた

だければと思います。これで十分意見が反映されたものになっているかど

うかですね。 

【事 務 局 】 事務局、了解いたしました。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。御意見等ございませんか。大丈夫なようでし

たら、本件に関する審議はこれで終了となりますが、本件は配慮書手続の

段階ですので、審査会からの答申という形はとりませんけれども、事務局

は審査会の意見を十分に踏まえた上で配慮市長意見書を作成するというこ

とで、お願いしたいと思います。御欠席の委員も確認をしていただいた上

で、配慮市長意見を固めていただければと思います。よろしくお願いしま

す。本件は、第１分類事業ですから、また今後、方法書、準備書の手続に

どんどん進んでいくということになりますね、よろしいでしょうか。それ

では、本件に関する審議はこれで終了となります。 

  

（３）（仮称）深谷通信所跡地公園整備事業及び（４）(仮称)深谷通信所跡地墓園整備

事業について 

（進め方について、配慮書段階と同様に効率的な審議のために両事業者が同時に入

場、説明することについて事務局が説明し審査会の了承を得た。） 

ア 諮問 

イ 環境影響評価方法書手続について事務局が説明した。 

  質疑、特になし 

ウ 環境影響評価方法書の概要について事業者が説明した。 

エ 質疑 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございました。ただ今の御説明について委員の方から

御質問、御意見ありましたらお願いいたします。田中修三委員、どうぞ。 

【田中修三委員】 私、４時頃には退室しなければいけませんので、最初にやらせていただ

きます。２点あるのですが、１つは「河川の水質」ですね、公園事業のス

ライドの56番ですね。ここに説明がございましたけれども、河川の水質に

ついては、このいわゆる「生活環境項目」を中心に調査をすることになっ

ているのですけれども、この地域は土壌汚染の指定区域もございますし、

それから最終処分場の跡地ということで、廃棄物処理法に基づく指定区域

もあると。その後と言いますか、それ以外にまた南関東防衛局の調査によ

ると土壌汚染の調査の結果、「数カ所で土壌汚染が含有量、溶出量等の基

準の超過がある」ということが分かっておりますので、河川についても一

応、暗渠化されるということではありますが、表層部分の形質変更を行う

ことによってですね、その表層部分の汚染された土壌汚染物質が河川に入

ってくる可能性もない、とは言えませんので、「健康項目」についても是
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非調査をしていただきたいと思います。それから、この地点１と地点２

（公園スライド No.57）というふうに、水質の測定地点を定められている

のですが、ここは多分、暗渠になるのでしょうが、その地点２以降に谷戸

川にずっとつながっていますね、本川と、そこまでの流域内に多分、対象

事業実施区域も入っているのではないかと思いますので、地点２の下流の

方の水質の調査も必要ではないかなと考えます。まず、この河川について

いかがでしょうか。 

【奥 会 長 】 はい、お願いします、事業者の方。 

【事業者（公園）】 御質問、ありがとうございます。今の質問についてお答えします。スラ

イド56ページに「水質」ですね、河川の水質について、生活環境項目は書

いてあるが健康項目がどうか、ということで、御質問を、御意見をいただ

きました。こちらについては、まだちょっと決定ではないのですが、（公

園スライド56ページの）２行目ですね、「「最終処分場跡地土地形質変更に

係る施行ガイドライン」に示された調査方法に基づき調査」とありまし

て、こちらの項目については、まだ検討が、決定ができておりません。な

ので、健康項目についても、これから調査することを踏まえてですね、含

めて、項目検討していければと思っております。 

あと、調査地点２以降の下流についてですが、基本的には地点２がその

敷地（対象事業実施区域の意）の最端ですので、一番外側ですので、こち

らで調査すれば影響については把握できるのではないか、と考えておりま

す。 

【田中修三委員】 

 

調査地点２よりも下流側で、この調査区域内の雨水が流入するところは

ないですか。全部、調査地点２よりも上流に集まるようになっています

か。多分、一部は下流に流れるのではないかと、この地形からして。 

【奥 会 長 】 はい、どうですか。 

【事業者（公園）】 分かりました。そちらについても、これから御意見を踏まえまして、検

討していければと思います。 

【田中修三委員】 はい、分かりました。もう１点ですね、よろしいですか、続けて。 

【奥 会 長 】 はい、どうぞ。 

【田中修三委員】 「地下水」の関係なのですが、同じく 56 ですか、スライドの 56、下に

ありますが、地下水について「湧水」については調査をすると、選定項目

として調査をする、ということになっているのですけれども、地下水につ

いても、先ほど申し上げた南関東防衛局による調査の結果ですね、土壌汚

染が結構多いと、発覚しておりますし、指定区域もある、産業廃棄物最終

処分場跡地もある、というようなことで、例えば、鉛の溶出量基準を超過

した地点等もございますので、地下水の利用状況というのが、この方法書

の中では、どうも私見当たらなかったので。方法書では、地下水の利用状

況は分からないのですけれども。地下水の利用状況、災害用井戸も含めて

ですね、この調査区域内だけではなくて、下流域の、周辺の災害用井戸を

含めて、その井戸への影響、即ち、地下水の影響を、やはりある程度見る

必要があるのではないかなという気がするのですが、仮に見る必要がない

ということであれば、その理由を根拠を、はっきりと皆さんが納得できる

ような根拠を、しっかり示していただきたいと思います。以上でございま

す。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。只今の御指摘について何か、御回答あり
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ますか、現時点で。 

【事業者（公園）】 地下水の井戸についても、そうですね、検討していきたいと思います。

はい、ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、利用状況の調査も含めてということで、お願いいたします。それ

では、田中修三委員、よろしいですか。 

【田中修三委員】 はい、結構です。私は４時頃退出しますので。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました、ありがとうございました。それでは、今、手を挙

げていらっしゃる藤井委員、お願いします。 

【藤井委員】 はい、すみません、よろしくお願いします。いくつかはあるのですけれ

ども、最初に見せていただいた写真の、現地写真のところで、２点ありま

す。まず（対象事業実施区域の状況のスライド）10 ページ のところです

ね、多分、現地視察があると思うので見られると思うのですけれども、今

のこの時期（2021.7.28 撮影）と、（現地視察予定の）冬だと、多分違うと

思うので、この林の中が密閉しているのか、林床が開けているとか、もし

そういう情報があれば、今でなくてもいいのですけど、また現地視察のと

きにでも教えていただければと思います。 

あと、12 ページのところで、この林が事業計画区域の外だ、というふう

におっしゃっていたのですけれども、結局 100ｍは調査範囲に入るといい

ことで、これは調査範囲に入っているということでよろしいのでしょう

か。 

【奥 会 長 】 はい、どうでしょうか。 

【事業者（公園）】 （対象事業実施区域の状況のスライド No.12 の）樹林地については、調

査範囲に入ってございます。 

【藤井委員】 ありがとうございます。あと、全体の話として、墓園整備事業と公園整

備事業の方の調査結果ですよね、共有されるものでしょうか。結構、調査

範囲、区域は分かれていますけれど、調査範囲は結構被っているように思

うのですけれども、それぞれのエリアで、情報、調査結果を共有するの

か、また、別々にやられるのか、というのはいかがでしょうか。 

【事業者(墓園)】 調査結果については、現在もつながっている状況ですね、基本的には共

有して、取り纏めていくことを想定しております。 

【藤井委員】 はい、ありがとうございます。重複して同じことはやらない、というこ

とですよね。 

【事業者(墓園)】 はい、そうです、はい。 

【藤井委員】 はい、分かりました。あとですね、公園整備事業のスライド34と墓園整

備事業のスライド 34、同じページなのですけれど、ちょっと聞き逃したか

もしれないのですけれど、墓園整備事業のところでは、建設工事等に関し

て「生態系」の部分に丸がついてない（“非選定になっている”の意）の

ですけれども、公園整備事業の方には丸がついてる（“選定になってい

る”の意）。これ、墓園の方に付かない理由というのは、すみません、ち

ょっと聞き逃したかもしれないのですけども、もう一度教えてしていただ

けますでしょうか。 

【奥 会 長 】 はい、お願いします。 

【事業者(墓園)】 申し訳ありません、これは丸付きますので訂正させてください、申し訳

ありません。 

【藤井委員】 はい、分かりました。ありがとうございます。あと、すみません、ちょ
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っと私の方で方法書そのものを手元に持ってくるのを忘れてしまって確認

できないのですけれども、「動物」の調査とか、その辺、今回のこのスラ

イドでは調査地点であるとか、ラインセンサスのどこをやるのか、とかが

出ていないのですけども、方法書の方には出ていましたでしょうか。 

【事業者（公園）】 こちらの図（公園スライド No.40）は、方法書とほぼ同じものでして、

ラインセンサスの位置等は方法書では示せておりません。 

【藤井委員】 まだ決まってないということですか。他のところは調査地点が出てい

て、「動物」の調査は調査地点もラインセンサスのルートも出ていない、

というのは何故かな、と思ったのですけれども。 

【事業者（公園）】 そうですね、必要に応じて審査会の中で御意見いただきましたので、示

していければと考えております。 

【藤井委員】 はい、よろしくお願いします。あと、すみません、これも、聞き間違い

というか、よく分からなかったのですけれども、墓園整備事業の方のスラ

イド４のところで、ちょっと多分機械の声だったので、ちょっとよく分か

らなかったのかもしれないのですけれど、ちょうど真ん中のところ、「都

市計画対象事業の種類、規模」のところで、「運動施設・レクリエーショ

ン施設等の建設」の後に「墓園」が入っているのですけれど、これはレク

リエーション施設ができるわけではなくて、墓園がこのカテゴリーに含ま

れている、ということでよろしいのでしょうか。 

【事業者(墓園)】 はい、その通りです。 

【藤井委員】 はい、ありがとうございます。最後にちょっと一点だけ。公園整備事業

のスライド７，８ですね、「豊かな自然環境の創出」とか、いろいろこう

書いて出していただいているのですけれども、このゾーニングの計画だけ

見ると、全くそういうものができるように見えないのですけれども、どの

辺に、どれくらいの規模で入るか、というものが、もし現段階で決まっ

て、方針だけでも決まっていたら、教えていただけないでしょうか。 

【事業者（公園）】 どの辺に、どのくらいというのは、今後、公園の詳細を検討していく中

で決めていきたいと考えておりますので、現時点でお示しはできない状況

でございます。 

【藤井委員】 人が使う公園エリアの中に、人との距離を保った場所をつくる、という

ところは、担保されている感じでしょうか。 

【事業者（公園）】 はい、そういったところも検討してまいりたいと考えております。 

【藤井委員】 はい、ありがとうございます。私の方からは、以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございました。藤倉委員、どうぞお願いします。 

【藤倉委員】 はい、（公園整備事業の）ＰＤＦの６ページでスライドの 11 の「エリア

構成と主な施設」のところなどに、産業廃棄物最終処分場跡地の指定区域

がある、とお示しいただいているのですが、二つの指定区域それぞれにつ

いて、埋め立て終了したのはいつで、廃止されたのはいつか、ということ

が、分かれば教えてください。 

もう一つ意見がありますので申し上げます。（公園整備事業の）ＰＤＦ

の 36 ページで、スライドの 71 になる「悪臭」なのですけれど、「予測手

法」のところで、「予測項目」が「特定悪臭物質の濃度および臭気指数で

表示される臭気の程度から必要な項目を選択」となっているのですけれ

ど、これ臭気指数は必ずやって、特定悪臭物質は選択する、という方が良

いのではないか、と思います。これだと、臭気指数もやらないように見え
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るので、臭気指数は入れる、必ずやると、物質は適宜という方向でちょっ

と御検討いただいてはどうかと思います。以上の２点です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、事業者の方、今、お

答えできるところをお願いします。 

【事業者（公園）】 「臭気指数」の方から、お答えさせていただきます。臭気指数について

は、そうですね、ここでは明記しておりませんが、今、御意見いただきま

した通り、必ずやり、「臭気濃度」ですね、濃度の方はこれから選択す

る、そのような形で進めていければ、と思っております。以上です。 

【奥 会 長 】 はい。 

【事業者（公園）】 廃棄物処分場の詳細についてでございますけれども、現在詳細なデータ

がこちらにございませんので、一度持ち帰らせていただきまして、御報告

をさせていただければと思います。 

【奥 会 長 】 はい、それは後日、ということでお願いいたします。藤倉委員、よろし

いですか。 

【藤倉委員】 結構です、よろしくお願いします。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。他の委員の方いかがでしょうか。はい、

宮澤委員、どうぞ。 

【宮澤委員】 今の「産廃」の関係なのですけれど、終了とか廃止のときの他に“埋め

立てたのはどんなものがあるか”は、既に分かっていたら教えていただき

たいということです。それから、あと二つほどあります。水路の暗渠化と

いうことですが、暗渠化の必要性というのはどういうことなのか、そもそ

も論ですけど、すみません、教えてください。 

それから、もう一つは、外周道路の幅員が50ｍということです。ちょっ

と分からないのですけれど、これ敷地内を横断して縦断している道路があ

るようですけれども、これの幅員をどのくらいなのでしょうか、教えてい

ただければと思います。以上です。 

【奥 会 長 】 はい、３点ですね。はい、お願いします。 

【事業者（公園）】 廃棄物最終処分場で埋め立てたものの具体的にという御質問でございま

す。こちらにつきましても後日お調べしてですね、御報告をさせていただ

ければと思います。 

【奥 会 長 】 はい。 

【事業者(政策局)】 すみません、道路の幅員については確認をして、後日、御報告させてい

ただきます。 

【奥 会 長 】 はい。水路については、こちら、そもそも御説明の中では、埋め立てを

するとか、切り回しをするとか、という御説明もあったかと思いますが、

どこをどのように改変するのか、そこを明確にしていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。その公園整備事業と墓園整備事業、どちらでや

るのか、ということも、合わせてお願いいたします。 

【事業者（墓園）】 水路の件について、水路の、北側にある水路の件について、お答えした

いと思いますけれども、この水路につきましては、切り回す、切り回すの

は、外周道路の方に切り回す予定でございます。 

【奥 会 長 】 切り回して、どうするのですか。 

【事業者（墓園）】 切り回して、水路部分は埋め立てを行います。水路の部分の埋め立てに

伴いまして、その埋める部分の底が処分場でしたから、処分場の下の方の

水が外の方に広がらないようにだとか、その辺の安全対策は併せて実施す
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る予定でございます。 

【奥 会 長 】 はい、切り回した部分はどういうふうになるのですか。では、暗渠化な

のか。 

【事業者（墓園）】 切り回した施設につきましては、外周道路の下に設けます。 

【奥 会 長 】 下になるわけですね。 

【事業者（墓園）】 まだ最終決定ではございませんが、今、暗渠化を予定してございます。 

【奥 会 長 】 はい、その必要性ということですね。そもそも切り回してしまうという

ことと、暗渠化するということの必要性。 

【事業者（墓園）】 必要性についてはいくつかございますが、まず１つ目としては墓園予定

地の中で水路、写真（スライド対象事業実施区域のNo.11,13）にございま

したけども、Ｖの字型にかなり広い面積であります。幅が20ｍから30ｍ位

ありまして、長さ的にも墓園のエリアで200～300ｍはございます。今、写

真ございますけれども、そうしますと、かなりの面積、墓園の面積が少な

くなるということ。 

また、墓園の予定地の中にこういう水路がありますと、法的な解釈なの

ですけれども、１つの墓園として見ずにですね、水路で分かれてそれぞれ

墓園が２つという見方をしてしまいますので、墓園を１つとして、１つの

墓園として整備するためには、墓園の中に水路をそのまま置いておくこと

はできない。 

また、この水路については、この当時、この形状で仕上げてはいるので

すけれども、現在の基準でいうと、この形状については、安全上ちょっと

問題もあるというふうにも聞いてございます。 

それらのいくつかの点がございまして、水路の方は埋め立てて、水路の

機能は外周道路の方に切り回す計画でございます。 

【奥 会 長 】 はい、宮澤委員、いかがですか。 

【宮澤委員】 地下水の涵養とかそういう問題、湧水があるようですけれども、そうい

う問題については特に問題がないという御見解なのですか。 

【事業者（墓園）】 はい、今、過去の調査においてもですね、ここの水に関しては水質の基

準を超えてはいませんでした。今回、この環境影響評価を行うに伴いまし

て、また再調査もいたしますけれども、問題はない水ですけれども、ここ

の中の下の水が拡散しないように、というような対応も合わせて検討はし

たいというふうに思っております。 

【奥 会 長 】 はい、いかがですか、宮澤委員。 

【宮澤委員】 それ以上、僕には細かいことは分からないので、他にあれば、全部。 

【奥 会 長 】 今、御説明いただいた内容を整理して、また資料でお示しいただけます

か、その資料を。 

【事業者（墓園）】 はい、分かりました。 

【奥 会 長 】 埋め立てる、切り回す、暗渠化すると、その理由のところですね。 

【事業者（墓園）】 はい、次、説明させていただきます 

【奥 会 長 】 お願いします。水路をいじると、結局、今でき上がっているこの周辺の

生態系の影響ですとか、そういった水質への影響というのが想定されるわ

けですから、それも前提にした方法書の中身にしていただく必要がありま

すので、前提条件をこの時点で明確にしておいていただきたいと思いま

す。 

【事業者（墓園）】 はい、分かりました。 
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【奥 会 長 】 それでは、お待たせしました、上野委員、どうぞ。 

【上野委員】 はい、すみません、ちょっといろいろ読み切れていないところもあると

思うのですけれども、質問させてください。「外周道路」ができるという

ことで、その施設の供用のところでは、そこ外周道路を車が走るわけです

よね。私、「騒音」とか「振動」というところで見ているのですけれど

も、その外周道路を走る車を騒音源として見た評価というのは考えていな

いと思うのですが、その辺はどういう扱いなのでしょうか。 

【奥 会 長 】 はい、どうでしょうか。 

【事業者（墓園）】 今のお話は、供用時という話でよろしいですかね。 

【上野委員】 はい。 

【事業者（墓園）】 はい、ありがとうございます。外周道路については、単独では延長が短

くてアセスの対象にはなっておりません。そのため、供用時の外周道路の

交通量の予測というのは、現在のところは考えておりません。 

【上野委員】 その道路というか、そうすると、その施設が稼働というのが、外周道路

の施設として供用する、ということだと思うのです。それが、基準に従っ

てやると、予測の対象とは考えなくていい、という理解で大丈夫なのです

か。 

【奥 会 長 】 そういう整理でいいかどうかですよね。 

【上野委員】 はい。 

【奥 会 長 】 墓園整備事業では、墓園整備と外周道路整備は一体の事業として行われ

るという御説明でしたので、今のような上野委員の御指摘が出てくるのだ

と思いますが、いかがでしょうか。 

【上野委員】  ちょっと気になったのがですね、ちょっと今まで出していただいている

「調査地点」が適切なのかどうか、ということを、こう見ていこうとした

ときに、影響を受けるであろう閑静な住宅地とか、それから施設建設工事

の段階も含めてですけれども、そんな発生する地点に対して影響が大きい

と思われるところを選んでいると。 

供用時に関しては、地点１、２というところですよね、現状の県道のと

ころの評価をやるということだと思うのですけれども、そうすると、外周

道路ができることによって、近隣に閑静な住宅地があるところに対する影

響の評価というのが、多分やらないことになるということだと思うのです

けど、そこがちょっと気になっていて、今、御質問させていただいていま

す。 

【事業者（墓園）】 ありがとうございます。調査地点については、保全対象があるところと

いう観点で、現在の敷地境界のところで４地点ほど設定させていただいて

おります（公園スライドNo.61）、一般環境としてはですね。 

それ以外の沿道については、やはり、かまくらみちが工事用車両、来園

車両と共にですね、一番通る道となりますので、その北側・南側で１点ず

つ調査地点として選定をさせていただいております。今後のその来園、供

用時の外周道路については、ちょっと持ち帰らせていただきまして、また

後日回答させていただきたいと思います。 

【奥 会 長 】 お願いいたします。よろしいですか、上野委員。 

【上野委員】 はい、ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。では、田中伸治委員、どうぞ。 

【田中伸治委員】 はい、私も「外周道路」に関係する御質問なのですが、（公園）スライ
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ドの12枚目のところに「動線計画」ということで、道路のネットワークを

示していただいているのですけれども、外周道路の南西部付近に「連絡道

路」というのですか、青い太い矢印のものが、既存の環状４号線と繋ぐよ

うな形で予定されている。あと、北東側にも短いですけど、環状３号線と

同じく繋ぐような道路というのが、矢印で書かれているのですけれども、

交通の将来の「供用時の予測」なんかは、これらの道路も出来ている前提

で予測をするのでしょうか。 

【事業者（墓園）】 予測については、現在のところ、連絡道路については供用していない前

提で、予測を行う予定です。 

【田中伸治委員】 そうですか、はい、分かりました。後はですね、「調査地点」の話なの

ですけれども。（公園）スライドの75枚目になりますけれども、調査地点

が５地点ほどですね、交通量を調査するということで示していただいてい

るのですけれども、これらの場所がその周囲の道路ネットワークとどうい

う位置関係にあるのかが、ちょっとこの図では分からないので、先ほど見

ていた12枚目のネットワーク上の交差点なのだとは思うのですが、ちょっ

とこの図ではそれが分からないので、それが分かるように示していただき

たいというのが、これはお願いです。 

あとは、やはり「外周道路」と既存の県道402号線が交差するような場

所は「ラウンドアバウト」になるという計画だったと思うのですけれど

も、そうすると、そのラウンドアバウトの評価をするためには、それぞれ

の方向から入ってくる車の交通量というのが必要なのですけれども、外周

道路の交通量の予測は行わない、というような説明をさっきあったのです

けれども、そのあたりはどのように考えていらっしゃるのか、ちょっと教

えてください。 

【奥 会 長 】 はい、お願いします。 

【事業者（墓園）】 まず、ネットワークとの関係性については、資料を作成して後日お出し

したいと思います。それから、外周道路と既存道路とラウンドアバウトの

交通量の将来予測ですね、こちらについても、まだ数量は出せないです

が、考え方とかですね出せるものはちょっと検討して、後日お示しできれ

ばと考えております。 

【田中伸治委員】 はい、分かりました、お願いします、以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございました。他はいかがでしょうか。大丈夫でしょ

うか。手を挙げていらっしゃる方はいらっしゃらないですかね。はい、あ

りがとうございます。 

私から最後に１点ですけれども、「評価項目の選定」の表（公園スライ

ドNo.34,35）を見せていただいたかと思いますが、「工事中」のスライド

で「工事用車両の走行」のところで、一番下、「触れ合い活動の場」で、

「工事用車両の走行」では丸が付いている（“選定している”の意）ので

すが、「建設行為等」は「触れ合い活動の場」に影響を与えるのではない

かと思いますが、これ丸が付いてない（“選定していない”の意）のは、

どういう理由ですか。既に、このエリア一部、地域の皆さんにも開放され

ているということなのですが、それが制限を受けるということが建設行為

にもよってもある、と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

【事業者（公園）】 それはどのような、音とか、そういう考えですか。 

【奥 会 長 】 そもそも利用が制限されてしまうとかですね。 
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【事業者（公園）】 ありがとうございます。基本的に改変する場所というのは「工事用車両

の走行」で含んでいると考えておりまして、工事現場に入れなくなる場所

というのも含めて、「工事用車両の走行」に丸がついていると、そういう

御理解をいただければと思うのですが。 

【奥 会 長 】 そういうことですね、工事用車両が入る場所は全てくまなく制限される

場所は網羅される、というそういう理解で大丈夫ですね。 

【事業者（公園）】 はい、お願いします。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました、すみません、ありがとうございました。他はよろ

しいですか。 

【事業者（公園）】 １点すみません、回答ちょっとできなかったので、１個補足させていた

だいてもよろしいですか。 

【奥 会 長 】 はい、どうぞ。 

【事業者（公園）】 最初、田中（修三）委員の御指摘の「地下水」についてなのですけれど

も。 

【奥 会 長 】 はい、田中修三委員ですね。はい、どうぞ。 

【事業者（公園）】 「地下水」のことが（方法書に）書かれてないということだったのです

が、「有害物漏洩」という項目の中で、地下水については、何かしら検討

はしておりまして、そちらも含めてちょっと回答していければと思ってお

りますので、今は何も書いてないというところではないということでちょ

っと御認識いただければと思います 

【奥 会 長 】 そうですか、方法書にその記載はある、あることはあるということです

か。 

【事業者（公園）】 はい、そうです、はい。 

【奥 会 長 】 どの箇所か、今、分かりますか。 

【事業者（公園）】 （公園）スライドで言うと73ページに、「安全」という項目があります

が、この中の火災・爆発、有害物漏洩、有害物漏洩の方については、処分

場跡地から出てくるのですね、有害物については、調査して予測、評価を

していきたいと考えております。その中に地下水も含まれる、という事

で、そちらについては、また後日資料としてお出しできればと思います。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました、ありがとうございます。それでは、追加で御質問

等、よろしいでしょうか。はい、それではないようでしたら、事業者の方

への…。 

【酒井委員】 すみません、よろしいでしょうか。 

【奥 会 長 】 酒井委員、どうぞ。 

【酒井委員】 はい、ありがとうございます。この計画、ちょっと一見、見たところ大

変よく（て）、市民にとって良い公園が出来るというのは、楽しみな計画

だというふうに個人的には思ったのですけれども、ちょっと気になったの

が、このエリアがその横浜市の「緑の10大拠点」の一部になっているとい

うことで、今ちょっとインターネットでもって10大拠点の資料を拝見した

ところなのですけれども、この中でこの地域の通信所の扱いというのは、

今回出てきたそのプロジェクトに沿ったような形の記載、つまり、ここは

緑多い公園にするということも10大拠点の中の一部としてあります、既

に。計画済であるとか、扱い済である、ということが理解できました。そ

れで、少し引っかかったのが、４号線への将来的なアクセス道路、方法書

だと2-20ページ、スライドだとどの辺りなのかな、紫の太い線でもって描
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かれている（公園スライドNo.12）南西側のところ、ここのところという

のが、市街化調整区域になっていて、今農地が広がっているところで、こ

この農地自体が緑の10大拠点の中で直接扱われているわけではないみたい

なのですけれども、でも多分まとまった農地って、このエリアでもそんな

に多くないみたいなので、ここのところ、例えば周回道路（“外周道路”

の意）に繋ぐために、新たに太い道路の実現をして、道路を作るというと

ころに、作るみたいな話になるのはどうかな、というふうにちょっと思い

ました。その辺のことを、ちょっとお聞かせ願えますか。 

【事業者(政策局)】 道路（連絡道路の意）につきましては、太く描いてあるのは、このどこ

を通るかということも未定で、今、検討している最中ですので、細くして

しまうと、自分のところを通るのだ、というような誤解を与えるというこ

とで、太くしてあります。実際にはですね、上下の２車線の道路に歩道が

ついたもの程度の道路ができる予定です。どこを通るか、未定の段階なの

で、太く描いたということで、道路については、これから、どこを通るか

というのは検討、決めていくということになります。 

【酒井委員】 農地をつぶして道路を通す、というのは間違いない話なのですか。 

【事業者(政策局)】 いや、そこまだ分からない。市街地、今ある既存の道路を拡幅するよう

な形にするかもしれませんし、農地のとこにするかもしれない。そこも含

めて、今検討しているというふうに聞いております。 

【酒井委員】 （公園方法書p.2-20の図2.4.2をみると）この農地は幅200ｍぐらいで、

その外周道路は50ｍぐらい。だから、それに匹敵するようなものを通す

と、かなりその農地が…。 

【事業者(政策局)】 いえ、（図2.4.2の青矢印の幅の道路をつくるのではなく、実際の道路幅

は）片側１車線に歩道がついた道路です。50ｍ道路（“外周道路”の意）

というのは、中にサイクリング道路を作ったり、ジョギング道路を作った

り、というところがあって、50メートルの幅員をとっておりまして、車線

については、外周道路も基本的には片側１車線の道路であります。そこに

付く道路ですので。ただ、幅として、この中（“図2.4.2の青矢印の中”の

意）のどこかに通るんだよ、ということで、太く描いてあるということ

で、こんな太い道路ができるわけではございません。 

【酒井委員】 分かりました。でも、出来ることは間違いない訳です（か）。 

【事業者(政策局)】 既存の道路になるのか、畑になるのか、分かりませんけど、道路として

はつきます。 

【酒井委員】 それはこの事業とは一体のものではないのですか。 

【事業者(政策局)】 この事業というか、これは別の事業として、道路事業としてやる部分で

ございます。 

【酒井委員】 アセスとは無関係に、それをやるという意味ですか。今回のアセスには

それは含めないというのは、どういう理由なのですか。 

【事業者(政策局)】 アセスの規模の対象としてですね、２車線道路と距離の関係で対象でな

いので外している、というところでございます。 

【酒井委員】 でも、この計画と一体のものですよね、今回の公園・墓園事業と。 

【奥 会 長 】 道路（連絡道路）整備事業自体は、事業は（アセスとは）違うものだと

しても、先ほども田中伸治委員からも御指摘があったかと思いますけれど

も、こちらの今回の対象、この計画地にアクセスするために、これらの道

路整備をしていくということですよね。道路整備がなされれば、その分、
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捌くことができる交通量というものも、自ずと見極められるといいます

か、決まってくるわけで、それを前提に、交通計画だとか、その影響とい

うのは、多分出されると、評価される、ということになるわけですので、

なので、この事業自体を、道路事業自体を評価するということにならない

にしても、その前提をどういう道路がここに通ると、どの程度そこから

の、この計画地への流入があるのか、といったようなところを、多分お見

せいただくといいのだろうということだと思うのですが、そこはいかがで

すか。 

【事業者（墓園）】 先ほど回答させていただいたとおり、予測の時にはこの道路ができてな

い前提で予測はしていきます。それから、この２つの連絡道路ですが、こ

の事業ともちろん関係はないとは言いませんが、それだけのために作るも

のではないということから、対象事業としては別々のものとして取り扱っ

ております。 

【酒井委員】 この道路（連絡道路）というのは、今かなり具体的に御説明いただきま

したけれども、この公園を作って市民に開放するに当たって、この道路と

いうのは無いことが前提なのですか、その時点で。 

【事業者（墓園）】 この事業とは別で、別の事業として動いておりますので。 

【酒井委員】 法制度上、切り分けることができるということなのか、そういう理解な

のかもしれませんけれども、しかし、それにしても説明の仕様というもの

があろうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

【奥 会 長 】 はい、宮澤委員は、これ今の点との関連ですか。 

【事業者（墓園）】 分かりました。この道路と、今事業の関係性と、その辺の整理について

は、次回改めて御説明させていただきたいと思います。 

【奥 会 長 】 はい、もう一度、そこは改めて整理した上で御回答ください。酒井委

員、よろしいですか。 

【宮澤委員】 すみません、宮澤です、いいですか。 

【奥 会 長 】 関連ですね、はい、どうぞ。 

【宮澤委員】 全く酒井委員と同意見でして、基本的にこれが別事業だからというの

は、少なくとも、この公園の造成の目的にこの道路は大きく関係している

わけですから、少なくとも、外周道路がこういうものでこういう中身を大

体考えているとかですね、その辺がないと公園への影響とかですね、関係

とか、なかなかいろんな事態を判断するときに、委員の先生方は判断でき

ないと思うので、この情報はやっぱり大事だと思います。よろしくお願い

します。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。このように（公園方法書p.2-20の）「施

設配置計画図」の中にも落とし込んでいるわけですからね。別事業で入れ

ない、という説明は、なかなか理解が得られにくいということだと思いま

すので、十分な御説明を次回お願いいたします。 

はい、それでは、よろしいですか。他の委員の方は、大丈夫でしょう

か。はい、それでは、また次回以降、事業者の方から資料等も整えていた

だいて、御回答をいただくということになろうかと思いますので、よろし

くお願いいたします。では、事業者の皆様、どうもありがとうございまし

た。御退室をお願いいたします。 

 

オ 審議 
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【奥 会 長】 では、審議に入ります。御意見等を追加でございますか。よろしいで

しょうか。酒井委員、どうぞ。 

【酒井委員】 事業者に質問というわけではないのですけれども、これは Google で

今、オンラインのいいところでもって、現地を写真モードにして拡大し

て見るとよく分かって、現地に行く必要ないような気もするのですが、

「水路」のこと、私もこの前の下瀬谷のことも上瀬谷のこともあるの

で、水路が気になって、この水路は、下流の方で暗渠になっているよう

で大丈夫なようです。 

【奥 会 長】 はい、その上瀬谷と違うところかもしれない。 

【酒井委員】 皆さんにちょっと拡大してちょっと見ていただくのがいいかな、は

い。 

【奥 会 長】 分かりました。はい、ありがとうございます。他、よろしいですか。

それでは他にないようでしたら、本件に関する本日の審議はこれで終了

とさせていただきます。本日の審議内容につきましては後日会議録案で

御確認くださいますよう、お願いいたします。 

では、以上で本日予定されておりました審議は全て終了いたしました

ので事務局にお返しいたします。 

【事 務 局】 はい、それでは、本日の審査については終了いたしました。傍聴の方

は御退出をお願いいたします。 

 （傍聴者退出） 

 

資   料 ・（仮称）横浜市中区海岸通計画が環境に及ぼす影響について（諮問）

（写） 事務局資料 

・（仮称）横浜市中区海岸通計画 計画段階配慮書手続及び第２分類事

業に係る判定手続について 事務局資料 

・（仮称）横浜市中区海岸通計画 第２分類事業判定届出書添付資料の概

要 事業者資料 

・（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 配慮市長意見(案) 事務局資

料 

・（仮称）深谷通信所跡地公園整備事業に係る環境影響評価方法書につい

て（諮問）（写） 事務局資料 

・（仮称）深谷通信所跡地墓園整備事業に係る環境影響評価方法書につい

て（諮問）（写） 事務局資料 

・（仮称）深谷通信所跡地公園整備事業 環境影響評価方法書に係る手続

について 事務局資料 

・（仮称）深谷通信所跡地墓園整備事業 環境影響評価方法書に係る手続

について 事務局資料 

・（仮称）深谷通信所跡地公園整備事業 (仮称)深谷通信所跡地墓園整備

事業 対象事業実施区域の状況 事業者資料 

・（仮称）深谷通信所跡地公園整備事業 環境影響評価方法書の概要 事

業者資料 

・（仮称）深谷通信所跡地墓園整備事業 環境影響評価方法書の概要 事

業者資料 

 


